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大阪府高等学校芸術文化連盟「芸術文化賞」表彰者の推薦について（依頼） 

 

 

 

 平素は、本連盟の活動にご賛同とご協力を賜りありがとうございます。 

 さて、本連盟では、芸術文化関係諸活動に参加し優秀な成績を収めた高校生に対して、その功績を讃え、

高等学校芸術文化活動の発展を図るため、各学校の校長先生の推薦による「芸術文化賞」の授与を行ってお

ります。専門部会のない分野でのすぐれた芸術文化活動に対しても広く表彰できるようになっております。 

 つきましては、貴校在籍生徒等で、表彰規定に該当する生徒等がいらっしゃいましたら、別紙推薦用紙に

てご推薦くださいますようお願いいたします。 

 対象とする活動は、令和４年１２月から今年１１月までの期間で、概ね近畿以上の大会等での優れた活動

とします。参考資料として昨年度の審査結果を同封いたします。 

 

※但し、芸文連関連事業である全国高等学校総合文化祭(全総文)・近畿高等学校総合文化祭(近総文)につき

ましては、参加(出品)だけでは不十分とし、優秀な成績を修めることを条件としております。 

 

推薦書は１１月３０日（木）までに、本連盟事務局宛お送りくださいますようお願いいたします。 

 

なお、表彰は、第４４回大阪府高等学校芸術文化祭開会行事［令和６年１月２０日（土）大東市立文化ホー

ル（サーティホール）］にて行う予定をしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  担当：大阪府高等学校芸術文化連盟事務局   髙橋 和彦 

 

   〒559-0031 大阪市住之江区南港東2-5-72 

     大阪府立港南造形高等学校内 

                          

   TEL：06-6613-1000 FAX：06-6613-6752 

E-mail：kz-takahashi@bb.em-net.ne.jp  

    T-TakahashiKaz@medu.pref.osaka.jp 

 

 

 

 

 



大阪府高等学校芸術文化連盟表彰規定 
（目 的） 
第１条 この規定は、大阪府高等学校芸術文化連盟（以下「芸文連」という。）の諸活動において、功績が
特に顕著であった者に対して、これを表彰し、その功績を讃えるとともに、高等学校芸術文化活動の発展を
図ることを目的とする。 
 
（種 類） 
第２条 表彰の種類は次のとおりとする。 
   
    (１) 芸術文化賞（生徒） 
   
    (２) 功 労 賞（指導者） 
   
    (３) 感 謝 状（役員等） 
 
（受賞資格） 
第３条 受賞者の資格は次のとおりとする。 
  (１) 芸術文化賞は、本連盟加盟校の生徒（個人及び団体）で、芸術文化関係諸活動において優秀な成

績を収め、当該専門部会長、または、所属学校長から推薦された者。 
   
    (２) 功労賞は、本連盟加盟校において、芸術文化関係の指導に功績があった者で当該専門部会長から

推薦された者。 
   
    (３) 感謝状は、本連盟の振興・発展に功績のあった者で、次の各号のいずれかに該当する者。 
     ア 会長、副会長、専門部会長、専門副部会長、監事の職にあった者が退任した時。 
     イ 功績が特に顕著で、本連盟役員から推薦された者及び団体。 
 
（選考・決定） 
第４条 被表彰者の決定は、理事会において審議し、会長が行う。 
 
（表 彰） 
第５条 表彰は、次の通りとする。 
   
    (１) 芸術文化賞は、当該年度ごとに、芸術文化祭開会行事において授与することを原則とする。 
   
    (２) 功労賞及び感謝状は、本連盟総会において授与することを原則とする。 
   
    (３) 表彰は、会長名で行い、表彰状を授与する。 
 
（規定の改廃） 
第６条 この規定の改廃は、理事会の議決によるものとする。 
 
 付  則 
この規定は、平成４年４月１日から適用し、平成５年５月１９日から施行する。 
 付  則（平成１６年度一部改正） 
この規定は、平成１６年４月１日から適用し、平成１６年９月２４日から施行する。 
 付  則（平成２０年度一部改正） 
この規定は、平成２５年４月１日から適用し、平成２５年５月１５日から施行する。  
 付  則（平成２５年度一部改正）                                           

                  大阪府高等学校芸術文化連盟表彰規定－内規－ 抜粋 

 
１ 芸術文化賞について 
 

(１) 各部会長が推薦する被表彰者は、各専門部門から１名（団体）を原則とする。 
 

(２) 加盟各学校長による推薦の基準は、近畿規模の大会等において、優秀な活動実績がある者（団体）
とする。（本連盟に専門部会のある分野については専門部会の承認を得るものとする） 

   
  (３) 推薦は、毎年１１月３０日までに行うこと。 
 
  (４) 被表彰者の決定は、芸術文化祭直前の理事会に諮り、直ちに当該校に通知する。 

 

（この用紙は推薦生徒又は団体毎に作成してください。） 



生徒等表彰推薦用紙 

 

 

 大阪府高等学校芸術文化連盟会長 様 

 

 

                   学校名                   

 

                   校長名                公印  

 

 

 

 大阪府高等学校芸術文化連盟表彰規定に基づき、下記のとおり本校生徒(又は団体)を推薦します。 

 

 

記 

 

 

                                      作  成  日   令和   年   月   日 
 

                                      担当者職・氏名                    

 

                   メールアドレス                    

 

 

被推薦者氏名（又は、名称）            生徒の場合は学年も記入してください。 

 

ふ り が な 

 

 

                                                                  学年（    ） 

 

 

 

被推薦者（団体）の活動分野     芸文連の部会の範疇に入る活動の場合は部会名も合わせて記入してください。 

 

 

 

 

 

 

 

推薦理由（具体的に） 賞状、パンフレット（出場校数記載）などがある場合コピーを添付してください。 

 

 

 

 

 

 

 


